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「官民協働」の支援態勢 
    福祉事務所やハローワークとＮＰＯ、社会福祉法人、消費生活協同組合、 

民間企業との連携 

【9/28第8回「生活支援戦略」に関する主な論点資料Ｐ６抜粋】 

総合的な相談と「包括的」かつ「伴走型」の支援 
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生活福祉資金貸付制度の概要 

制度概要 

【創設年度】                 昭和３０年度 

【 目 的 】                  低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な援助指導を行うことにより、その経済
的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れ
るようにすることを目的とする。 

【実施主体】                 都道府県社会福祉協議会 

【貸付対象】                 （低所得世帯）・・・必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯（市町村民税非課税相当） 

（障害者世帯）・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の 
            属する世帯 
（高齢者世帯）・・・65歳以上の高齢者の属する世帯 

【貸付資金の種類】                 ・総合支援資金 
・福祉資金 
・教育支援資金 
・不動産担保型生活資金 

（ 生活支援費 、 住宅入居費 、 一時生活再建費 ） 
（ 福祉費 、 緊急小口資金 ） 
（ 教育支援費 、 就学支度費） 

（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型生活資金） 

【貸付金利子】                 ・連帯保証人を立てた場合    無利子 
・連帯保証人を立てない場合  年1.5％ 

注１ 教育支援資金、緊急小口資金は無利子 
注２ 不動産担保型生活資金は年3％又は長期プライムレート 
    （H24.4.1時点 年1.35％）のいずれか低い利率 

貸付手続きの等の流れ 

都道府県社会福祉協議会 市町村社会福祉協議会 民生委員 

①申込み※２ 

②相談支援 

①申込み※１ 

②相談支援 

④送付 

③送付 
（調査書添付） 

⑤貸付決定       ⑦送金 

⑥借用書提出 

   ※１ 福祉費、教育支援資金は、民生委員に申込み 
   ※２ 総合支援資金、緊急小口資金、不動産担保型生活資金は、市町村社会福祉協議会に申込み 
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県 
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（補助） 

原資 
事務費 

（補助） 

原資：2/3又は3/4 
事務費：1/2又は定額 

本人（世帯） 

2 



 
＜目的＞ 
   認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者に対して、福祉サービ 
  スの利用に関する援助等を行うことにより、地域において自立した生活が送れるよう支援する。 
 
＜実施主体＞ 
   都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会。ただし、事業の一部を、市区町村社 
  会福祉協議会等（基幹的社協等）に委託できる。平成２４年３月末現在の基幹的社協等は８５７ヵ所。 
 
＜対象者＞ 
   判断能力が不十分な者であり、かつ本事業の契約の内容について判断し得る能力を有している 
  と認められる者。＊平成２４年３月末実利用者数は、３７,８２０人。 
 
＜援助内容＞ 
   ①  福祉サービスの利用援助 
   ②  苦情解決制度の利用援助 
   ③  住宅改造、居住家屋の賃借、日常生活上の消費契約及び住民票の届出等の行政手続に 
      関する援助等 
   ④  ①～③に伴う援助として「預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続等利用 
     者の日常生活費の管理（日常的金銭管理）」「定期的な訪問による生活変化の察知」 

 具体的には、利用者との契約に基づいて、福祉サービス申請の助言や同行、サービスの利用料 
の支払い、公共料金の支払い等の日常的金銭管理等を実施。（1ヶ月の平均利用回数は約2回、 
利用料の平均1回1,200円） 

日常生活自立支援事業の概要 
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生活保護受給者の「社会的な居場所づくり支援事業」の概要 

 「新しい公共」と言われる企業、ＮＰＯ、市民等と行政との協働により、社会から孤立する被保護者に対する様々な社
会経験の機会の提供や、貧困の連鎖を防止するため、生活保護世帯の子どもに対する学習支援を行うなど、被保護
者の社会的自立を支援する取組の推進を図る。 

【平成２４年度予算額：セーフティネット支援対策等事業費補助金237億円の内数・補助率：定額（10/10相当）】 

（参考）社会的居場所づくりの例 

 ○ 就労体験、福祉的就労、ボランティア体験、社会参加などの交流の場、プログラム 等 

 作業所ボランティア：知的障害者施設において、知的障害者の方とコミュニケーションをとりながら作業の補助を行う 

 ヘルパー同行：介護事業所の介護職員に同行して高齢者宅を訪問し、介護の補助を行う 

 公園管理ボランティア：公園緑化協会の協力のもと、公園管理業務を行う 

 インターンシップ：民間事業所で産業廃棄物の選別作業を行う 

 ○ 学習支援やありのままでいられる交流の場、プログラム 等 

 子どもの学習支援：生活保護受給世帯の中学３年生を対象に、高校受験のための学習支援教室を開催し、学力向上及び社会性の育成を図る 

 子どもの健全育成：日常的な生活習慣、引きこもり、不登校など子どもに関する課題を抱える世帯に対して支援を行う 

学習支援やあり
のままでいられる
交流の場・プログ
ラム 等 

り  

日常生活自立 

社会生活自立 

経済的自立 

稼働年齢層 

生活保護受給者やその子どもたち 

就労支援プログラム 
 

社会的な居場所づくり 

就労体験、福祉的就労、 
ボランティア体験、社会 
参加などの交流の場・ 
プログラム     等 

学
習
支
援
、
社
会
性
の
育
成 

（貧
困
の
連
鎖
の
防
止
） 

 

子ども 

多
様
な
働
き
方 

NPO、社会福祉法人、企業、市民団体等へ委託し、行政と協働して実施 

自
立
支
援 

経済的自立 

社会生活自立 

日常生活自立 

自
立
支
援 

実
施 

4 


